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基
本
台
帳
法
施
行
令
等
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住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
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昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
【
第
一
条
関
係
】

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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・
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○

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
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二
十
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年
政
令
第
八
十
九
号
）
【
第
二
条
関
係
】

24

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
【
第
二
条
関
係
】

25

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
【
第
三
条
関
係
】

28

○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
一
号
）
【
第
四
条
関
係
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・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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○

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
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す
る
等
の
法
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一
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を
改
正
す
る
法

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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の
施
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に
伴
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関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
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る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
【
第
五
条
関
係
】

34
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○

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
【
第
一
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

住
民
基
本
台
帳
（
第
二
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
三
章

戸
籍
の
附
票
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
四
章

届
出
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
条
）

第
五
章

本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等
（
第
三
十
条
の
二
―
第
三
十
条
の
十

第
五
章

本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等
（
第
三
十
条
の
二
―
第
三
十
条
の
十

二
の
二
）

二
）

第
六
章

附
票
本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等
（
第
三
十
条
の
十
二
の
三
―
第

（
新
設
）

三
十
条
の
十
二
の
十
三
）

第
七
章

氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
条
の
十
三
・
第
三
十
条

第
六
章

氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
条
の
十
三
・
第
三
十
条

の
十
四
）

の
十
四
）

第
八
章

外
国
人
住
民
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
条
の
十
五
―
第
三
十
条
の
二
十
一

第
七
章

外
国
人
住
民
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
条
の
十
五
―
第
三
十
条
の
二
十
一

）

）

第
九
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）

附
則

附
則

第
二
章

住
民
基
本
台
帳

第
二
章

住
民
基
本
台
帳

（
届
出
に
基
づ
く
住
民
票
の
記
載
等
）

（
届
出
に
基
づ
く
住
民
票
の
記
載
等
）

第
十
一
条

市
町
村
長
は
、
法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

第
十
一
条

市
町
村
長
は
、
法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
、
第
七
条
か

た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
、
第
七
条
か
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ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
、
消
除
又
は
記
載
の
修
正
（
以
下
「
住

ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
、
消
除
又
は
記
載
の
修
正
（
以
下
「
記

民
票
の
記
載
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
権
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
等
）

（
職
権
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
等
）

第
十
二
条

市
町
村
長
は
、
法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ

第
十
二
条

市
町
村
長
は
、
法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ

き
住
民
票
の
記
載
等
を
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
な
い
こ
と
を
知
つ
た

き
住
民
票
の
記
載
等
を
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
な
い
こ
と
を
知
つ
た

と
き
は
、
当
該
住
民
票
の
記
載
等
を
す
べ
き
事
実
を
確
認
し
て
、
職
権
で
、
第
七
条

と
き
は
、
当
該
記
載
等
を
す
べ
き
事
実
を
確
認
し
て
、
職
権
で
、
第
七
条
か
ら
第
十

か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定

に
よ
り
住
民
票
の
記
載
等
を
す
べ
き
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
職
権
で
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
記
載
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
に
関
す
る
届
書
、
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
受
理
し
、
若
し
く
は
職
権
で

戸
籍
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
た
と
き
。

一
の
二

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第

三
号
及
び
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
の
指
定
を
し
た
と
き
。

二

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
。

三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
又

は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
（
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ

り
届
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
そ
の
他
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
に
関
す
る
事
実
を
確
認
し
た
と
き
。

三
の
二

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
に
関
す
る
事
実

を
確
認
し
た
と
き
。

三
の
三

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
本
文
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の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
そ
の
他
介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
な

り
、
又
は
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
事
実
を
確
認
し
た
と
き
。

四

国
民
年
金
法
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
（
同
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出

が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資

格
に
関
す
る
処
分
が
あ
つ
た
と
き
そ
の
他
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
若
し

く
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
事
実
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の

種
別
の
変
更
に
関
す
る
事
実
を
確
認
し
た
と
き
。

五

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認

定
を
し
た
と
き
、
又
は
児
童
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
消
滅
に
関
す
る
事
実
を

確
認
し
た
と
き
。

六

次
に
掲
げ
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
決
若
し
く
は
決
定
そ
の
他
決
定
又
は

訴
訟
の
判
決
の
内
容
が
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
と
異
な
る
と
き
。

イ

法
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
し
た
処
分
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
裁

決
又
は
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判
決

ロ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
の
住
所
の
認
定
に
関
す
る
決
定

又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
確
定
判
決

ハ

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

訴
訟
の
確
定
判
決

ニ

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す

る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
同
条
の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判

決
ホ

国
民
健
康
保
険
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て

の
裁
決
又
は
同
項
の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判
決
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ヘ

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
同
項

の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判
決

ト

介
護
保
険
法
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の

裁
決
又
は
同
項
の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判
決

チ

国
民
年
金
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
決
定

若
し
く
は
再
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
同
項
の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟

の
確
定
判
決

七

行
政
区
画
、
郡
、
区
、
市
町
村
内
の
町
若
し
く
は
字
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
名
称

の
変
更
、
地
番
の
変
更
又
は
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
住
居

表
示
の
実
施
若
し
く
は
変
更
に
伴
い
住
所
の
表
示
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

３

市
町
村
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
に
脱
漏
若
し
く
は
誤
載
が
あ
り
、
又
は
住
民
票
に

誤
記
（
住
民
票
コ
ー
ド
に
係
る
誤
記
を
除
く
。
）
若
し
く
は
記
載
漏
れ
（
住
民
票
コ

ー
ド
に
係
る
記
載
漏
れ
を
除
く
。
）
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
を

確
認
し
て
、
職
権
で
、
住
民
票
の
記
載
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の
記
載
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

４

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
の
記
載
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
当
該
住
民
票
の
記
載
等
に
係
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

旨
を
当
該
記
載
等
に
係
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

に
お
い
て
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
そ
の

、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
そ
の
他
通
知
を

他
通
知
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
通
知
に
代
え
て
、
そ

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
通
知
に
代
え
て
、
そ
の
旨
を
公

の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

戸
籍
の
附
票

第
三
章

戸
籍
の
附
票

（
機
構
へ
の
戸
籍
の
附
票
の
記
載
事
項
の
提
供
方
法
）

（
機
構
へ
の
戸
籍
の
附
票
の
記
載
事
項
の
提
供
方
法
）

第
二
十
条
の
二

本
籍
地
の
市
町
村
長
が
行
う
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
法
第

第
二
十
条
の
二

本
籍
地
の
市
町
村
長
が
行
う
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
法
第
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十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
地
方
公
共
団
体

十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
行
政

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
条
の
八
の
二

行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
八
の

及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
七
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二

二
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
本
文

十
七
条
の
二
第
三
項
本
文
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第

及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用

三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
章

届
出

第
四
章

届
出

（
届
出
の
方
式
）

（
届
出
の
方
式
）

第
二
十
六
条

法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
現
に
届
出
の
任

第
二
十
六
条

法
第
四
章
又
は
第
四
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
現
に
届
出
の
任

に
当
た
つ
て
い
る
者
の
住
所
及
び
届
出
の
年
月
日
が
記
載
さ
れ
、
並
び
に
当
該
届
出

に
当
た
つ
て
い
る
者
の
住
所
及
び
届
出
の
年
月
日
が
記
載
さ
れ
、
並
び
に
当
該
届
出

の
任
に
当
た
つ
て
い
る
者
が
署
名
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
任
に
当
た
つ
て
い
る
者
が
署
名
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等

第
五
章

本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等

（
都
道
府
県
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

（
都
道
府
県
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

第
三
十
条
の
六

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次

第
三
十
条
の
六

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
、
次
条

の
各
号
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
、
次
条

及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応

及
び
第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と

じ
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

住
民
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人

確
認
情
報

当
該
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
本
人
確
認
情
報
の
通

知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日
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二

住
民
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人
確
認
情
報

当
該

本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
八

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
七
第

第
三
十
条
の
八

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
同
条
に
規
定
す
る
機

四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
法
別
表

て
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
法
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
十
二

る
国
の
機
関
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
の
機
関
等
」
と
い
う
。
）
へ

の
六
に
お
い
て
「
国
の
機
関
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方

の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
国
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
国
の
機
関
等
に
送
付
す
る
方
法

（
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
提
供
方
法
）

（
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
八
の
二

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住

第
三
十
条
の
八
の
二

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住

民
票
コ
ー
ド
の
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十

民
票
コ
ー
ド
の
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十

七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の

七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の

二
第
五
項
（
番
号
利
用
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

二
第
五
項
（
番
号
利
用
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に

）
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

第
三
十
条
の
十
二
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

て
同
じ
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

機
構
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大

臣
に
通
知
し
た
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
住
民
票
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

に
つ
い
て
、
当
該
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
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は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該
特
定
の
個
人
に
係
る
修
正
前
及
び
修
正
後
の
住

民
票
コ
ー
ド
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
四

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方

法
）

法
）

第
三
十
条
の
九

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
三
十
条
の
九

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通
知
都

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通
知
都
道
府

道
府
県
（
同
項
に
規
定
す
る
通
知
都
道
府
県
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
条
の
十
一

県
（
同
項
に
規
定
す
る
通
知
都
道
府
県
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
条
の
十
一
に
お

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下

い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の

こ
の
条
に
お
い
て
「
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、

条
に
お
い
て
「
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
送
付
す
る
方

法

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確

認
情
報
の
提
供
方
法
）

認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
一

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号

第
三
十
条
の
十
一

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号

ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通
知
都

知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機

道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（

関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」
と
い
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と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機

関
に
送
付
す
る
方
法

（
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供

（
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供

方
法
）

方
法
）

第
三
十
条
の
十
二

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
（
第
一
号
に

第
三
十
条
の
十
二

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
都
道

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
八
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知

府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条

事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う

て
「
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
都
道
府
県
知
事
以

。
）
の
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
以
外

三
十
条
の
十
二
の
十
一
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。

の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も

）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機
関
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執

行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

〈
参
考
〉
番
号
利
用
法
施
行
令

（
準
法
定
事
務
の
基
準
等
）

（
準
法
定
事
務
の
基
準
）
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第
三
十
条
の
十
二
の
二

法
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
八
条

法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
事
務
の
目
的
が
当
該
事

る
基
準
は
、
当
該
事
務
の
目
的
が
当
該
事
務
が
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定

務
が
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
法
別
表
の
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
同
一
で
あ
る

す
る
別
表
事
務
と
同
一
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

２

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
同
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
処
理
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十

条
の
十
二
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
提

供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特

定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
準
法
定
事
務
処
理
者
に
送
付
す
る
方
法

３

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
都

道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
準
法
定
事

務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処

理
者
に
送
付
す
る
方
法

〈
参
考
〉

第
六
章

附
票
本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等

第
五
章

本
人
確
認
情
報
の
処
理
及
び
利
用
等
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（
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
戸
籍
の
附
票
の
記
載
等
に
関
す
る
事
項
）

（
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
住
民
票
の
記
載
等
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
条
の
十
二
の
三

法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の

第
三
十
条
の
五

法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
記
載
等
に
関
す
る

記
載
等
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

戸
籍
の
附
票
の
記
載
を
行
つ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
記
載
を
行
つ
た
旨
及
び

一

住
民
票
の
記
載
を
行
つ
た
場
合

住
民
票
の
記
載
を
行
つ
た
旨
並
び
に
転
入
そ

そ
の
年
月
日

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
の
事
由
及
び
そ
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日

二

戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
つ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
つ
た
旨
及
び

二

住
民
票
の
消
除
を
行
つ
た
場
合

住
民
票
の
消
除
を
行
つ
た
旨
並
び
に
転
出
そ

そ
の
年
月
日

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
消
除
の
事
由
及
び
そ
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
（
転

三

法
第
十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部

出
届
に
基
づ
き
住
民
票
の
消
除
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
転
出
の
予
定
年
月

又
は
一
部
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修

日
）

正
を
行
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

三

法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に
掲

四

法
第
十
七
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
場
合

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
住
所
と
す
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
の
記
載

戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
戸
籍

の
修
正
を
行
つ
た
場
合

住
民
票
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
旨
並
び
に
転
居
そ
の

の
附
票
の
記
載
の
修
正
前
に
記
載
さ
れ
て
い
た
住
民
票
コ
ー
ド
（
当
該
戸
籍
の
附

他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
の
修
正
の
事
由
及
び
そ
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日

票
に
住
民
票
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

四

（
略
）

五

法
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
場
合

住
民
票
の
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
旨
、
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
の
修
正
の
事

由
及
び
そ
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
並
び
に
当
該
住
民
票
の
記
載
の
修
正
前
に
記

載
さ
れ
て
い
た
住
民
票
コ
ー
ド
（
当
該
住
民
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て

い
な
か
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

（
都
道
府
県
に
お
け
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

（
都
道
府
県
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

第
三
十
条
の
十
二
の
四

法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
三
十
条
の
六

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次

期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
票
本
人
確
認
情
報
（
以

の
各
号
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
、
次
条

下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
附
票
本
人
確
認
情
報
」
と

及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
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い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号

じ
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と

に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

す
る
。

一

戸
籍
の
附
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

一

住
民
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人

附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
附
票

確
認
情
報

当
該
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
本
人
確
認
情
報
の
通

本
人
確
認
情
報
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

二

戸
籍
の
附
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
附
票
本
人
確
認
情

二

住
民
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人
確
認
情
報

当
該

報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す

本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

る
日

（
機
構
に
お
け
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

（
機
構
に
お
け
る
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
）

第
三
十
条
の
十
二
の
五

法
第
三
十
条
の
四
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
三
十
条
の
七

法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次

期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
附
票
本

の
各
号
に
掲
げ
る
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の

人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一

戸
籍
の
附
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

一

住
民
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人

附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
附
票

確
認
情
報

当
該
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
本
人
確
認
情
報
の
通

本
人
確
認
情
報
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

二

戸
籍
の
附
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
附
票
本
人
確
認
情

二

住
民
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
本
人
確
認
情
報

当
該

報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す

本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

る
日

（
国
の
機
関
等
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
六

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
規
定
に
よ
る
法
第
三

第
三
十
条
の
八

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
七
第

十
条
の
四
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
（
第
三
十
条
の

四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（

十
二
の
十
二
に
お
い
て
「
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
住

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
法
別
表

民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
十
二

認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
国
の
機
関
等
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

の
六
に
お
い
て
「
国
の
機
関
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
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り
行
う
も
の
と
す
る
。

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
国
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
国
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構

保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
国
の
機
関
等
に
送
付
す
る
方
法

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
国
の
機
関
等
に
送
付
す
る
方
法

（
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
提
供
方
法
）

（
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
七

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
る
住

第
三
十
条
の
八
の
二

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住

民
票
コ
ー
ド
の
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十

民
票
コ
ー
ド
の
デ
ジ
タ
ル
庁
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十

七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の

二
第
五
項
（
番
号
利
用
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
三
十
条
の
十
二
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

２

機
構
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大

臣
に
通
知
し
た
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
住
民
票
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

に
つ
い
て
、
当
該
住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き

は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該
特
定
の
個
人
に
係
る
修
正
前
及
び
修
正
後
の
住

民
票
コ
ー
ド
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
四

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方

の
提
供
方
法
）

法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
八

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
第
一
項
（
第
一
号

第
三
十
条
の
九

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通
知
都
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認
情
報
の
附
票
通
知
都
道
府
県
（
同
項
に
規
定
す
る
附
票
通
知
都
道
府
県
を
い
う
。

道
府
県
（
同
項
に
規
定
す
る
通
知
都
道
府
県
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
条
の
十
一

次
条
及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下

村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機

こ
の
条
に
お
い
て
「
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、

関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

。一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

算
機
に
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
送
付
す

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
送
付
す
る
方

る
方
法

法

（
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法

提
供
方
法
）

）

第
三
十
条
の
十
二
の
九

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
四
第
一
項
（
第
一
号

第
三
十
条
の
十

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通
知
都
道

認
情
報
の
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
執
行

府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お

機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の

い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か

提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

機
に
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
送
付
す
る

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

方
法
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（
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
附

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確

票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
十

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
第
一
項
（
第
一
号

第
三
十
条
の
十
一

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
通

認
情
報
の
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長

知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機

そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町

関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
」

村
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う

と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機

行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

関
に
送
付
す
る
方
法

（
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の

（
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供

提
供
方
法
）

方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
十
一

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
六
第
二

第
三
十
条
の
十
二

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
（
第
一
号
に

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
四

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
都
道

項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以

府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条

外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
特
定

及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う

都
道
府
県
知
事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
都
道
府
県
知
事
以
外
の

。
）
の
都
道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

執
行
機
関
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

三
十
条
の
十
二
の
十
一
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機
関
の
使
用
に

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執
行
機
関
の
使
用
に



- 15 -

方
法

係
る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
知
事
以
外

事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
知
事
以
外
の
執

の
執
行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
十
二

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
六
第
四
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず

れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
機
構
保

存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
知
事
に
送
付
す
る
方
法

（
準
法
定
事
務
処
理
者
等
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
三
十
条
の
十
二
の
二

（
略
）

第
三
十
条
の
十
二
の
十
三

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
七
第
一
項
の
規
定

２

機
構
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
構
保
存
本

に
よ
る
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
準
法
定
事
務
処
理
者
へ
の
提
供
は
、

人
確
認
情
報
の
同
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
処
理
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

条
の
十
二
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
提

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

定
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
特

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
附
票
本
人
確

定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
準
法
定
事
務
処
理
者
に
送
付
す
る
方
法

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
準
法
定
事
務
処
理
者
に
送
付
す
る
方
法

２

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定

３

都
道
府
県
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
都
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都
道
府
県
知
事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
へ
の
提

道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
（
以

供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
準
法
定
事

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係

と
す
る
。

る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方

一

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

法

算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
の
使
用
に
係

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

る
電
子
計
算
機
に
特
定
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

事
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
準
法
定
事

二

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
特
定
都
道
府
県
知

務
処
理
者
に
送
付
す
る
方
法

事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処

理
者
に
送
付
す
る
方
法

第
七
章

氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
に
関
す
る
特
例

第
六
章

氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
に
関
す
る
特
例

第
八
章

外
国
人
住
民
に
関
す
る
特
例

第
七
章

外
国
人
住
民
に
関
す
る
特
例

第
九
章

雑
則

第
八
章

雑
則

（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）

（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
の
規
定
は
、
法

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
八
号
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
、
第

十
一
条
第
三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま

で
、
第
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
十
二
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十

五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
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ま
で
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
四
第
三
項
及
び

第
四
項
、
第
三
十
条
の
四
十
五
か
ら
第
三
十
条
の
四
十
八
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条

並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
と
す
る
。

２

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

２

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定

に
つ
い
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

。

。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
一
項

市
町
村
長

市
長
及
び
区
長
（
総
合
区

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
条
第
二
項

市
町
村
長

市
町
村
長
（
指
定
都
市
に

あ
つ
て
は
、
区
長
）

（
略
）

（
略
）

市
町
村
の
住
民

市
町
村
の
住
民
（
指
定
都

市
に
あ
つ
て
は
、
区
（
総

合
区
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
域
内
に
住
所
を

有
す
る
そ
の
区
の
属
す
る

市
の
住
民
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
第
一
項

市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

市
町
村
が
備
え
る
住
民
基

区
長
が
作
成
し
た
住
民
基

本
台
帳

本
台
帳

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
の
二
第
一

市
町
村
長
は

区
長
は

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
第
一
項

市
町
村
が
備
え
る
住
民
基

区
長
が
作
成
し
た
住
民
基
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本
台
帳

本
台
帳

（
略
）

（
略
）

市
町
村
の
市
町
村
長

区
の
区
長

（
略
）

（
略
）

市
町
村
長
の

区
長
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
二
第
一

市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

項
並
び
に
第
十
二
条

市
町
村
が
備
え
る
住
民
基

区
長
が
作
成
し
た
住
民
基

の
三
第
一
項
及
び
第

本
台
帳

本
台
帳

二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
四
第
一

住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る

住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る

項

市
町
村
の
市
町
村
長

市
町
村
の
市
町
村
長
（
指

定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
当

該
住
民
基
本
台
帳
を
作
成

し
た
区
長
）

（
略
）

（
略
）

市
町
村
長
に
対
し

市
町
村
長
（
指
定
都
市
に

あ
つ
て
は
、
区
長
）
に
対

し

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
四
第
二

受
け
た
市
町
村
長

受
け
た
市
町
村
長
（
指
定

項

都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
四
第
五

交
付
地
市
町
村
長
又
は
住

交
付
地
市
町
村
長
（
指
定

項

所
地
市
町
村
長

都
市
に
あ
つ
て
は
、
市
長

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
住
所
地
市

町
村
長
（
指
定
都
市
に
あ

つ
て
は
、
市
長
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
十
三
条

委
員
会
を
い
う

委
員
会
を
い
い
、
区
の
選

第
十
三
条

委
員
会
を
い
う

委
員
会
を
い
い
、
区
の
選
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挙
管
理
委
員
会
を
含
む

挙
管
理
委
員
会
を
含
む

市
町
村
の
市
町
村
長

住
民
基
本
台
帳
を
作
成
し

市
町
村
の
市
町
村
長

区
の
区
長

た
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
第
一
項

市
町
村
長

市
長
及
び
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
第
二
項

住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る

住
民
基
本
台
帳
を
作
成
し

市
町
村
の
市
町
村
長

た
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
の
四
第
一

市
町
村
が

区
が

（
略
）

（
略
）

項

市
町
村
の
市
町
村
長

区
の
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
二
第
一

そ
の
旨
及
び

そ
の
旨
並
び
に

（
略
）

（
略
）

項

市
町
村
名

市
名
及
び
区
名
又
は
総
合

区
名

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
三

市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

事
項
を

事
項
を
、
当
街
区
の
属
す

る
市
の
市
長
を
経
由
し
て

、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
条
第
一
項

市
町
村
が
備
え
る
戸
籍
の

区
長
が
作
成
し
た
戸
籍
の

附
票

附
票

（
略
）

（
略
）

市
町
村
長
の

区
長
の

（
略
）

（
略
）

市
町
村
の
市
町
村
長

区
の
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
条
第
二
項
か

市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

ら
第
四
項
ま
で

市
町
村
が
備
え
る
戸
籍
の

区
長
が
作
成
し
た
戸
籍
の

附
票

附
票

第
二
十
条
の
三

市
町
村
の
市
町
村
長

戸
籍
の
附
票
を
作
成
し
た

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

区
長

第
二
十
条
の
四
第
一

市
町
村
長
は

市
町
村
長
（
指
定
都
市
に

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項

あ
つ
て
は
、
市
長
及
び
区
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長
）
は

市
町
村
長
へ
の

市
町
村
長
（
指
定
都
市
に

（
新
設
）

（
新
設
）

あ
つ
て
は
、
区
長
）
へ
の

第
二
十
条
の
四
第
二

戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市

戸
籍
の
附
票
を
作
成
し
た

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項

町
村
の
市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
一
条
の
三
第

市
町
村
が

区
が

（
略
）

（
略
）

一
項

市
町
村
の
市
町
村
長

区
の
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
第

受
け
た
市
町
村
長

受
け
た
市
町
村
長
（
指
定

三
項

都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長

）

（
略
）

（
略
）

係
る
市
町
村

係
る
市
町
村
（
指
定
都
市

に
あ
つ
て
は
、
区
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
第

受
け
た
市
町
村
長

受
け
た
市
町
村
長
（
指
定

五
項

都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
第

受
け
た
市
町
村
長

受
け
た
市
町
村
長
（
指
定

七
項

都
市
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
る
転
出
届

を
受
け
た
区
長
の
置
か
れ

た
区
の
属
す
る
市
の
市
長

）

（
略
）

（
略
）

転
入
予
定
地
市
町
村
長

転
入
予
定
地
市
町
村
長
（

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、

市
長
）

（
略
）

（
略
）

転
入
地
市
町
村
長
又
は
転

転
入
地
市
町
村
長
（
指
定

出
地
市
町
村
長

都
市
に
あ
つ
て
は
、
市
長
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。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
転
出
地
市

町
村
長
（
指
定
都
市
に
あ

つ
て
は
、
市
長
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
二
第
一

当
該
市
町
村
長
が

当
該
市
に
属
す
る
区
の
区

項

長
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
三
第
二

そ
の
市
町
村
の
住
民
基
本

当
該
区
長
が
作
成
す
る
住

項

台
帳

民
基
本
台
帳

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
四
第
一

住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る

住
民
基
本
台
帳
を
作
成
し

項
及
び
第
二
項

市
町
村
の
市
町
村
長

た
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
六
第
一

市
町
村
長

区
長

（
略
）

（
略
）

項

都
道
府
県
知
事
に

、
当
該
区
の
属
す
る
市
の

市
長
を
経
由
し
て
、
都
道

府
県
知
事
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
二
十
六

市
町
村
長

市
長
若
し
く
は
区
長

第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
七

市
町
村
長

市
長
又
は
区
長

第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
八

市
町
村
長
、

市
長
若
し
く
は
区
長
、

第
一
項

第
三
十
条
の
四
十
一

市
町
村
長

区
長

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項

都
道
府
県
知
事
に

、
当
該
区
の
属
す
る
市
の

（
新
設
）

（
新
設
）

市
長
を
経
由
し
て
、
都
道

府
県
知
事
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
五
十

住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る

住
民
基
本
台
帳
を
作
成
し
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市
町
村
の
市
町
村
長

た
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

市
町
村
長

市
長
又
は
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条

市
町
村
長

市
長
又
は
区
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
二
第

市
町
村
長

市
長
及
び
区
長

一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
二
第

市
町
村
長

市
長
又
は
区
長

二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三

市
町
村
長

市
長
及
び
区
長

（
略
）

（
略
）

市
町
村

市
及
び
区

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条
第
二
号

市
町
村
長

市
長
又
は
区
長

ロ

（
保
存
）

（
保
存
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

市
町
村
長
は
、
除
票
又
は
戸
籍
の
附
票
の
除
票
を
、
こ
れ
ら
に
係
る
住

民
票
又
は
戸
籍
の
附
票
を
消
除
し
、
又
は
改
製
し
た
日
か
ら
百
五
十
年
間
保
存
す
る

も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
本
人
確
認
情

報
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、
こ
れ
を
次

の
各
号
に
掲
げ
る
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の

日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

住
民
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
し
た
本
人
確
認

情
報

当
該
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
本
人
確
認
情
報
の
通
知
を

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

二

住
民
票
の
消
除
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
し
た
本
人
確
認
情
報

当
該
本
人

確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

３

市
町
村
長
は
、
法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
附
票
本

（
新
設
）
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人
確
認
情
報
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、

こ
れ
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
附
票
本
人

確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
保
存
す
る
も
の
と

す
る
。

一

戸
籍
の
附
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
し
た
附
票

本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
附
票
本
人

確
認
情
報
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

二

戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
し
た
附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

４

法
及
び
こ
の
政
令
に
基
づ
く
届
出
書
、
通
知
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
そ
の
受
理
さ

３

法
及
び
こ
の
政
令
に
基
づ
く
届
出
書
、
通
知
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
そ
の
受
理
さ

れ
た
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
た
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
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○

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
【
第
二
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
引
き
続
き
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
の
手
続
）

（
引
き
続
き
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
の
手
続
）

第
三
十
四
条
の
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
三

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
従
前
住
所
を
有
し
て
い
た
現
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
当
該

都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

、
投
票
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

投
票
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
当

該
申
請
を
し
た
者
が
従
前
住
所
を
有
し
て
い
た
現
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
照
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

、
直
ち
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
第
五
章
に
お
い
て

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
第
五
章
に
お
い
て

「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
同
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
同
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
章
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い

保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
章
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）

う
。
）
に
基
づ
き
、
投
票
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県

に
基
づ
き
、
投
票
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
に
住
所
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
【
第
二
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
例
郵
便
等
投
票
の
手
続
及
び
方
法
）

（
特
例
郵
便
等
投
票
の
手
続
及
び
方
法
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

特
定
患
者
等
選
挙
人
（
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

患
者
等
選
挙
人
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
請
求
の
時
に

お
い
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
出
自
粛
要
請
等
期
間
が
同
項
に
規
定
す
る
選
挙

期
間
に
か
か
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
、
又
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
選
挙
の
期

日
前
四
日
ま
で
に
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
の

属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
対
し
て
、
当
該
特
定
患
者
等
選
挙

人
が
署
名
（
点
字
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た

文
書
に
よ
り
、
か
つ
、
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
外
出
自
粛
要
請
等
又
は
同
条

第
二
号
に
規
定
す
る
隔
離
・
停
留
の
措
置
に
係
る
書
面
を
提
示
し
て
（
法
第
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
患
者
等
選
挙

人
が
署
名
を
し
た
文
書
に
よ
り
）
、
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
患
者
等
選
挙
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
場

合
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に

お
い
て
当
該
請
求
を
す
る
場
合
に
、
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
議
員

の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
い
て
当
該
請
求
を
す
る
場
合
に
、
第
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四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
当

該
請
求
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
同
項
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
特
定
患
者
等
選
挙

人

引
続
居
住
証
明
書
類
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
引
続
居
住
証
明
書
類
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
示
又
は
引
き
続

き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
の
申
請

二

選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
八
条
に
規
定
す
る
選
挙

人
名
簿
登
録
証
明
書
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

船
員
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
特
定
患
者
等
選
挙
人

当
該
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
の
提
示

三

南
極
選
挙
人
証
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

南
極
選
挙
人
証
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
特
定

患
者
等
選
挙
人

当
該
南
極
選
挙
人
証
の
提
示

四

在
外
選
挙
人
証
（
公
職
選
挙
法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙

人
証
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
特
定
患
者
等
選

挙
人
（
当
該
特
定
患
者
等
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の

で
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

当
該
在

外
選
挙
人
証
の
提
示

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
紙
及

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
紙
及

び
投
票
用
封
筒
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
選
挙
に
用
い
る
べ
き
選
挙

び
投
票
用
封
筒
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
選
挙
に
用
い
る
べ
き
選
挙

人
名
簿
若
し
く
は
そ
の
抄
本
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
若
し
く
は
そ
の
抄
本
と
対
照
し

人
名
簿
若
し
く
は
そ
の
抄
本
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
若
し
く
は
そ
の
抄
本
と
対
照
し

て
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

て
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
併
せ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
同
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る

者
に
あ
っ
て
は
、
併
せ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
同
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
引
続
居
住
証
明
書
類
を
確
認
し
、
又
は
住
民
基
本

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
引
続
居
住
証
明
書
類
を
確
認
し
、
又
は
住
民
基
本
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台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
に

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
第
一
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
提

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
提

供
を
受
け
た
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る

供
を
受
け
た
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域

存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住

内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
）
、
そ
の
請
求
を
し
た
選
挙
人
が
特
定
患
者

所
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
）
、
そ
の
請
求
を
し
た
選
挙
人
が
特
定
患
者
等
選
挙

等
選
挙
人
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
三
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
と
き
に
該
当
す

人
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
三
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
と
き
に
該
当
す
る
と
認

る
と
認
め
た
と
き
は
、
投
票
用
封
筒
の
表
面
に
当
該
選
挙
の
種
類
を
記
入
し
、
直
ち

め
た
と
き
は
、
投
票
用
封
筒
の
表
面
に
当
該
選
挙
の
種
類
を
記
入
し
、
直
ち
に
（
選

に
（
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
以
前
に
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
以
前
に
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
の

選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
以
前
に
お
い
て
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の

期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
以
前
に
お
い
て
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る

定
め
る
日
以
後
直
ち
に
）
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
当
該
選
挙
人
に
郵
便
等
（

日
以
後
直
ち
に
）
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
当
該
選
挙
人
に
郵
便
等
（
法
第
一

法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便
等
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

条
に
規
定
す
る
郵
便
等
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り

場
合
に
お
い
て
、
前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人

選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
、
南
極
選
挙
人
証
又
は
在
外
選
挙
人
証
の
提
示
を
受
け
た

名
簿
登
録
証
明
書
、
南
極
選
挙
人
証
又
は
在
外
選
挙
人
証
の
提
示
を
受
け
た
と
き
は

と
き
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
、
南
極
選
挙
人
証
又
は
在
外
選
挙
人
証
に

、
当
該
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
、
南
極
選
挙
人
証
又
は
在
外
選
挙
人
証
に
、
当
該

、
当
該
選
挙
の
種
類
及
び
期
日
並
び
に
当
該
選
挙
の
特
例
郵
便
等
投
票
（
法
第
三
条

選
挙
の
種
類
及
び
期
日
並
び
に
当
該
選
挙
の
特
例
郵
便
等
投
票
（
法
第
三
条
第
二
項

第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
郵
便
等
投
票
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

に
規
定
す
る
特
例
郵
便
等
投
票
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
投

）
の
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
交
付
し
た
旨
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
を
交
付
し
た
旨
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
五
の
規
定
は
、
特
例
郵
便
等
投
票
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条

第
三
項
」
と
、
「
選
挙
人
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名

簿
」
と
、
「
投
票
所
）
」
と
あ
る
の
は
「
投
票
所
）
又
は
指
定
在
外
選
挙
投
票
区
の

投
票
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
【
第
三
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
等
）

（
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
等
）

第
十
二
条

法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り

第
十
二
条

法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
百
八
条
、
第

一

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
百
八
条
、
第

百
十
一
条
第
五
項
及
び
第
百
十
三
条
第
三
項

百
十
一
条
第
五
項
及
び
第
百
十
三
条
第
三
項

二

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
条
第
十
五
号

二

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
条
第
十
五
号

三

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
十
一
号
の

三

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
十
一
号
の

二
（
同
法
第
五
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る

二
（
同
法
第
五
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
条
の
九

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
条
の
九

（
別
表
第
一
の
七
十
一
の
五
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の

（
別
表
第
一
の
七
十
一
の
三
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の

十
六
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十

十
六
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十

八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号
（
別
表
第
二
の
五
の
八

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号
（
別
表
第
二
の
五
の
六

の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
三
十
条

の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
三
十
条

の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
（
別
表
第
三

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
（
別
表
第
三

の
七
の
六
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、

の
七
の
五
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
二
項
、

第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
（

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
（

別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五

別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の
二
十
五

第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て

第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
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適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項

第
一
号
（
別
表
第
五
第
九
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の

第
一
号
（
別
表
第
五
第
九
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三
十
条
の

二
十
五
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

二
十
五
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
第
二
項
第
一
号
（
別
表
第
六
の
六
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三

び
第
二
項
第
一
号
（
別
表
第
六
の
五
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
三

十
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第

十
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
第

一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
三

一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
三

十
一
条
第
三
項

十
一
条
第
三
項

２

（
略
）

２

法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
住
民
基
本
台

帳
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規

定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
十
一
号
の

第
七
条
第
十

児
童
手
当

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十

二

一
号
の
二

法
（
昭
和

六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

四
十
六
年

第
七
条
（
同
法
附
則
第
二

法
律
第
七

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

十
三
号
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
七
条

（
略
）

（
略
）

同
条
第
二

同
法
第
七
条
第
二
項

項

第
三
十
条
の
九
（
別

別
表
第
一
の

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

第
三
十
条
の
九
（
別

別
表
第
一
の

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

表
第
一
の
七
十
一
の

七
十
一
の
五

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

表
第
一
の
七
十
一
の

七
十
一
の
三

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

五
の
項
に
係
る
部
分

の
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

三
の
項
に
係
る
部
分

の
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

に
限
る
。
）

む
。
）

に
限
る
。
）

む
。
）

第
三
十
条
の
十
第
一

別
表
第
二
の

の
規
定
に

（
同
法
附
則
第
二
条
第
四

第
三
十
条
の
十
第
一

別
表
第
二
の

の
規
定
に

（
同
法
附
則
第
二
条
第
四

項
第
一
号
（
別
表
第

五
の
八
の
項

よ
り
読
み

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

項
第
一
号
（
別
表
第

五
の
六
の
項

よ
り
読
み

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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二
の
五
の
八
の
項
に

替
え
て
適

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

二
の
五
の
六
の
項
に

替
え
て
適

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

係
る
部
分
に
限
る
。

用
す
る

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

係
る
部
分
に
限
る
。

用
す
る

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

）

る
場
合
及
び
同
法
附
則
第

）

る
場
合
及
び
同
法
附
則
第

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る

用
す
る

第
三
十
条
の
十
一
第

別
表
第
三
の

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

第
三
十
条
の
十
一
第

別
表
第
三
の

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

一
項
第
一
号
（
別
表

七
の
六
の
項

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

一
項
第
一
号
（
別
表

七
の
五
の
項

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

第
三
の
七
の
六
の
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
三
の
七
の
五
の
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

に
係
る
部
分
に
限
る

む
。
）

に
係
る
部
分
に
限
る

む
。
）

。
）

。
）

第
三
十
条
の
十
二
第

別
表
第
四
の

の
規
定
に

（
同
法
附
則
第
二
条
第
四

第
三
十
条
の
十
二
第

別
表
第
四
の

の
規
定
に

（
同
法
附
則
第
二
条
第
四

一
項
第
一
号
（
別
表

四
の
八
の
項

よ
り
読
み

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

一
項
第
一
号
（
別
表

四
の
六
の
項

よ
り
読
み

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
の
四
の
八
の
項

替
え
て
適

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

第
四
の
四
の
六
の
項

替
え
て
適

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

に
係
る
部
分
に
限
る

用
す
る

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

に
係
る
部
分
に
限
る

用
す
る

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

。
）

る
場
合
及
び
同
法
附
則
第

。
）

る
場
合
及
び
同
法
附
則
第

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る

用
す
る

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
の
十
五
第

別
表
第
五
第

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

一
項
第
一
号
（
別
表

九
号
の
二

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

第
五
第
九
号
の
二
に

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

係
る
部
分
に
限
る
。

む
。
）

）

第
三
十
条
の
十
五
第

別
表
第
六
の

（
略
）

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

第
三
十
条
の
十
五
第

別
表
第
六
の

第
十
七
条

第
十
七
条
第
一
項
（
同
法

二
項
第
一
号
（
別
表

六
の
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

二
項
第
一
号
（
別
表

五
の
項

第
一
項

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お

第
六
の
六
の
項
に
係

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
六
の
五
の
項
に
係

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

る
部
分
に
限
る
。
）

む
。
）

る
部
分
に
限
る
。
）

む
。
）
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○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
一
号
）
【
第
四
条
関
係

】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
四
条

（
略
）

第
四
条

当
分
の
間
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は

法
人
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
国
の
機

関
又
は
法
人
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
国
の
機
関
又
は
法
人
の
う
ち
施
行
日
以
後
に

名
称
を
変
更
し
た
も
の
を
含
む
。
）
か
ら
番
号
利
用
法
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
第
四
号

新
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
求
め
が
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
新
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特

定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保

存
本
人
確
認
情
報
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
あ
る

の
は
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。

２

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
長

２

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
長

そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
上
欄
に

そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
二
の
上
欄
に

掲
げ
ら
れ
て
い
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
限
る
。
）
か
ら
第
四

掲
げ
ら
れ
て
い
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
限
る
。
）
か
ら
第
四

号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
求
め
が
あ
っ
た

号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
求
め
が
あ
っ
た

場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
、
「
特
定

は
、
同
条
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
、
「
特
定
機
構
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機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保
存

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。

」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
」
と

）
の
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
機
構

、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
保
存
本
人

保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。

確
認
情
報
」
と
す
る
。

３

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県

３

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県

知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
三
の

知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
三
の

上
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
限
る

上
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
限
る

。
）
か
ら
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

。
）
か
ら
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
十
の
規
定

る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
十
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」

と
、
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
七
第
四

と
、
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
九
に
規

項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本

定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認

人
確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情

情
報
」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と

報
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。

４

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
長

４

当
分
の
間
、
第
四
号
新
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
長

そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
四
の
上
欄
に

そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
（
第
三
号
旧
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
四
の
上
欄
に

掲
げ
ら
れ
て
い
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
限
る
。
）
か
ら
第
四

掲
げ
ら
れ
て
い
た
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
に
限
る
。
）
か
ら
第
四

号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
求
め
が
あ
っ

号
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
求
め
が
あ
っ

た
場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
十
一
の
規
定
の
適
用
に
つ

た
場
合
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
十
一
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
、
「

い
て
は
、
同
条
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
、
「
特
定

特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構

定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認

保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い

情
報
」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と

う
。
）
の
」
と
、
同
条
各
号
中
「
特
定
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
す
る
。
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○

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
【
第
五
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を

第
十
六
条

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を

図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
を

図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
平
成
三
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項

改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
平
成
三
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戸
籍
法
（
昭

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戸
籍
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
平

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
平

成
三
十
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員

成
三
十
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止

共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止

す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う

す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
存
続
組
合
（
以
下
単
に
「
存
続
組
合
」

。
）
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
存
続
組
合
（
以
下
単
に
「
存
続
組
合
」

と
い
う
。
）
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条

と
い
う
。
）
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
死
亡
者
に
つ
い
て
の
同
法
第
三
十
条
の
七
第

の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
に
係
る
死
亡
者
に
つ
い
て
の
同
条
に
規
定
す
る
機
構

四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
そ
の
死
亡
を
知
っ
た

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
そ
の
死
亡
を
知
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
を
当
該
届
出
義
務
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
平
成
三
十
年

旨
を
当
該
届
出
義
務
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
平
成
三
十
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
届
出
を
要
し
な
い
。

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
届
出
を
要
し
な
い
。


